
第５回 岩手地方最低賃金審議会 議事録 
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１ 日 時  

令和４年９月８日（木） 午前１０時～午前１１時２５分 

２ 場 所 

盛岡第２合同庁舎 ３階共用会議室 

３ 出席者 

 （公益代表委員）杭田委員、斎藤委員、高橋委員、細田委員、丸山委員(欠席) 

 （労働者代表委員）小菅委員(欠席)、小林委員、佐々木委員、原委員、 

吉田委員(欠席) 

 （使用者代表委員）菊池委員(欠席)、熊谷委員、瀬川委員、藤田委員、 

松川委員 

 （事務局）局長事務代理命大橋総務部長、市川労働基準部長、菅原賃金室長、

佐々木賃金室長補佐、 

４ 議 事 

（１）岩手県最低賃金の改正決定に係る岩手地方最低賃金審議会の意見に関

する異議の申出について（諮問、審議、採決及び答申） 

（２）特別小委員会における審議結果報告について 

（３）特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（審議、採

決及び答申） 

（４）特定（産業別）最低賃金の改正決定について（諮問） 

（５）特定（産業別）最低賃金専門部会の設置及び委員の推薦について 

（６）その他 

５ 議事内容 

議事に入る前に、事務局から、本日の審議会は定足数を満たしており有効

に成立していることが報告された（最低賃金審議会令第５条２項（審議会の

成立））。 

次に、丸山会長が欠席のため、細田会長代理から、議事録署名人に労働者

代表委員から原利光委員、使用者代表委員から藤田芳男委員が指名された

（岩手地方最低賃金審議会運営規程第７条１項（議事録署名人の指名））。 

（全ての議事を「公開審議」とした。） 

 

（１）岩手県最低賃金の改正決定に係る岩手地方最低賃金審議会の意見に関する

異議の申出について（諮問、審議、採決及び答申） 

  ○細田会長代理 

それでは、議題に入ります。議題（１）「岩手県最低賃金の改正決定に

係る岩手地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（諮問、

審議、採決及び答申）」です。 
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事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

８月２３日の第４回本審で答申をいただきました岩手県最低賃金の改

正決定について、同日付けで異議の申出公示を行っておりましたところ、

締切日までの間に一般社団法人岩手県タクシー協会ほか３団体から異議

申出書が提出されております。異議の申出がありますと、最低賃金法第１

２条に基づき最低賃金審議会に異議の申出について意見を求めることに

なっています。 

審議の結果、仮に金額を変更する内容の答申となった場合は、再度１５

日間の異議申出期間を設けた公示を行うことになりますので、１０月２０

日の改正発効は変更されるということになります。 

○細田会長代理 

ただ今、事務局から異議の申出に関する手続きの説明がありました。ご

了解いただけたと思いますので、諮問をお受けしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（異議等はなかった。） 

<諮問> 

局長事務代理命大橋総務部長が、岩手地方最低賃金審議会の意見に関す

る異議の申出について諮問文を読み上げ、細田会長代理に諮問文が手交さ

れた（最低賃金法第１２条（地域別最低賃金の改正等））。 

  ○細田会長代理 

    それでは、事務局から異議の申出について説明をお願いします。 

  ○事務局 

資料は、№７から１０までになります。 

資料№７、一般社団法人岩手県タクシー協会は、岩手県でタクシー業を

営む１３０社が加盟する事業団体で、従業員数は３,０００人程になります。 

異議の要旨は、「賃金の引上げは、生産性が向上し、雇用の場が確保さ

れるとともに事業の賃金支払能力に余力が生じて初めて可能となるもの

であり、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、観光客の激

減、各種イベント等の中止、テレワークの推進、外出の自粛要請などによ

って人の動きが止まり、タクシーによる輸送人員、営業収入が４割以上激

減するという甚大な影響を受けており、歩合給という賃金制度から営業収

入の激減は、最低賃金割れを引き起こし、不足分を事業者が負担しなけれ

ばならない状況にある。雇用調整助成金を最大限活用しながら運転者の雇

用を維持しているところ、もし最低賃金が引上げられれば、多くの事業者

が事業継続困難な状況に追い込まれ廃業は必至である。今回の大幅な最低
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賃金額の引上げ改定に強く異議の申し出をする。」とのことでした。 

資料№８、岩手県労働組合連合会（いわて労連）は、２００単組が加盟

する労働組合(２３,０００人)で、民営組合は１００単組、組合員は１３，

０００人です。 

異議の要旨は、「改正決定額の８５４円は、時給方式となった２００２

年以降で最大となったが、健康で文化的な最低限のくらしが実現できる水

準には遠く及ばず、労働者の生計費から見て不十分と言わざるを得ない。

都市部との格差も十分に解消されない。 

長期化するコロナ禍の中で国民生活を支えるエッセンシャルワーカー

や非正規雇用で働く労働者の低賃金状態を打開するため、本県最低賃金を

生計維持にふさわしい額に引上げてほしい。」ということです。 

その理由としては、労働者の生活実態からみて引上げ額が不十分なこと

などが挙げられています。 

資料№９、いわて生協労働組合は、いわて労連の単組の一つとなってお

り、１，８００人が加入する労働組合で、内１，５００人が非正規労働者

とのことです。 

いわて生協労働組合からの申出は、いわて労連と文面もほぼ同様の内容

となっていますので、説明を省略します。 

資料№１０、岩手県医療労働組合連合会は、６,０００人が加入する労

働組合で公立の医療機関で働く方を除けば３,５００人が加入しています。 

異議の要旨は、「広がる労働者・国民の生活不安と切実な声を背景に、

コロナ禍の今だからこそ、大幅な引上げが必要と訴えてきたが、答申は最

低賃金法の『賃金の低廉な労働者の生活の安定を図り、経済の健全な発展

に寄与する」という目的を果たさず、労働者・国民の生活の先行き不安を

払拭させるものにはならなかったことは極めて遺憾であり、今回の答申に

対し、異議を申し出ざるを得ない。」とのことです。 

最低賃金の大幅な引上げは、エッセンシャルワーカーの低賃金状態の改

善、人口や経済の大都市集中の改善、そして、直面する日本経済の立て直

しに極めて重要であることなど、コロナ禍における特別の事情としても、

その重要性が増している。コロナ禍の経済悪化から脱して、地域循環型経

済をつくるベースとなる最低賃金は、答申された金額よりも上積みするこ

とが必要である。」ということです。 

    ○細田会長代理 

   初めに、審議の進め方についてですが、ただ今説明があったとおり、ま

ったく相対する異議申出が複数出されています。この申出書について労使

双方から意見をお伺いし、その後意見交換を行いながら意見集約を図って
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いきたいと考えています。審議の進め方にご意見等はありますか。 

（意見等はなかった。） 

<審議：異議申出書に対する意見表明（労働者側）> 

  〇細田会長代理 

   それではこの異議申出について、労働者側からご意見をお願いします。 

  ○佐々木委員 

    先日決定した地域別最低賃金は、幾度にわたる審議会においてしっかり

と審議したうえで決定されたものです。確かにタクシー業界や観光業界は

多大な影響を受けていますが、今後経済対策等を前面に出すよう要請する

ということも審議会の中で決定しています。本来であれば、私どもは早期

に１，０００円を目指すということはありますが、岩手の場合は中小企業

が多いので、それを踏まえれば、一気に上げられるわけではないので、３

３円の引上げで落ち着いたということです。したがって、労働者側として

は異議申出によって変更する必要はないと考えます。 

<審議：異議申出書に対する意見表明（使用者側）> 

  ○細田会長代理 

    使用者側はいかがでしょうか。 

  ○藤田委員 

    ４団体からの異議申出ということです。 

    まず、資料Ｎо.７の岩手県タクシー協会からの異議申出書についてです

が、最低賃金の引上げ額の議論でも明らかにしましたので、蒸し返しはし

ませんが、このタクシー協会さんの異議申出書に書いてある中身というの

は、多くの企業経営者の声を代弁していると考えざるを得ません。大幅な

引上げというのは到底受け入れることはできないと再三申し上げていると

ころです。ゆえにこの資料Ｎо.７の岩手県タクシー協会からの異議申出に

ついては慎重に取り扱って議論の俎上に乗せるべきと考えています。 

    次に、資料Ｎо.８，９，１０ですが、先ほどの私どもの考え方からしま

して、特に議論するということはなく、審議の対象とはしなくても良いと

考えます。 

<審議：質問、意見等> 

  ○細田会長代理 

    他の委員からもご発言があればお願いします。 

  ○熊谷委員 

    今、藤田委員からお話しがあったとおり、タクシー協会の申出はまさに

そのとおりでありまして、今回の労使の審議の中でも平行線をたどったと

ころですが、特にタクシー協会が間違いなく厳しい業種だということで、
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至極もっともなお話だと思います。今回の３３円の引上げについては私の

団体の役員間で話していても、決まったことは努力をしなければならない

けれども、本来であれば受け入れられないような金額であり、経営実態を

無視した決定だということが出ているところです。そういったことから、

タクシー協会がお話ししていることは、使用者側からみたら至極当然のご

発言をされていると思うところです。 

 ○原委員 

    今、皆様からのお話しにもあったように、審議会や専門部会の中で、い

ろいろな審議をした結果、いわゆる最低賃金法の三要素を含めながらしっ

かりと審議した中での金額決定ということです。労働者側の１，０００円

を目指すという部分については、目安よりプラス３円ということで、審議

会での議論の結果そういうふうになったということですので、思いは思い

として受け止めながら、金額決定に対する異議申出によって変更の必要は

ないと思います。 

また、タクシー協会からの異議申出についても、使用者側の皆さんがお

っしゃるとおり、確かに厳しい状況であるとは思いますが、付帯決議事項

等々も国のほうにしっかりと訴えさせていただくということで決定した

ことなので、厳しい言い方ではありますが、この金額についての異議申出

については、変更の必要はないと思います。 

  ○細田会長代理 

    藤田委員から、慎重に取り扱うべきだという意見がありましたが、具体

的な中身というのはあるのでしょうか。 

  ○藤田委員 

議論の俎上に乗せるというよりは、認めるべきだということでして、具

体的な手法等を持ち合わせているわけではありません。ただ、これまでの

議論の過程で私どもが申し上げたことを繰り返すだけになると思います。 

  ○細田会長代理 

    使用者側の皆さんはこれまでも賛成はしておりませんのでその立場での

意見ということで理解します。 

    会長は今日欠席していますが、公益側の受止めをお話ししたいと思いま

すが、今の労使双方の意見を踏まえながらですが、申出についてはそれぞ

れの立場から切実な訴えであるということは受け止めるものであります。

しかし、こうした観点からの審議というのはすでに本審議会、専門部会で

も十分に議論してきたものと考えています。残念ながら全会一致とはなっ

ていませんが、長時間にわたり労使双方が公益を含め議論を尽くして結論

が出たというように考えています。ですから、この異議申出を受けまして
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改めて審議をし直して新たな結論を導くというようには考えていません。

したがって、公益委員としては原答申どおりに決定することが適当である

と判断しています。議論は分かれましたが、可能な限りに議論をし、一定

の結論を得たことに関しましてはご了解いただきたいと思いますがいかが

でしょうか。 

 ○瀬川委員 

    タクシーそのものが我々の中央会の重要な一組合でありますが、タクシ

ー業界についてはコロナが始まって以来本当に厳しい状況です。 

タクシー業界にとってだけではなくて、この春以降、ある程度経済活動

の活性化ということもあり、活動自粛がなくなってきてから起こっている

ことというのは、雇用調整助成金の活用については本当に助かっていると

ころですが、一方で雇用調整助成金をもらうために従業員を休ませるわけ

ですが、結局休ませるのはいつかというと夜です。そうすると夜はタクシ

ーがつかまらないとか、タクシーを呼んでも来てくれないという状況がこ

の春から夏にかけて結構あります。多分、各組合さんのほうでもさまざま

なイベントや大会等々があり、夜にタクシーを呼んでも来ないというよう

な状況になっています。もともと従業員が休んでいてタクシーが走ってい

ないということで、社会生活全般に影響が出てきています。例えばお年寄

りが通院のためにタクシーを呼ぼうと思ってもタクシーがつかまらない

など、そういう状況が実際に今起こっています。雇用調整助成金も一応は

継続ということで政府のほうでも打ち出していますが、上限額が引下げら

れるということもあり、我々審議会での付帯決議の中で、そういった中小

企業を支援する付帯決議も出しているわけですから、実効性のある実施と

いうことを強く求めたいと思います。いずれ３３円という大幅な賃上げに

関して我々は賛成できませんでしたが、いずれ業界を守る、タクシー業界

だけではないのですが、そこはしっかりとやっていただきたいと考えます。 

  ○細田会長代理 

    付帯決議事項ということで付け加えていますので、その認識を改めて共

有することが大事だと思います。タクシー協会の異議申出も、これからの

審議会の審議において十分認識していくことが重要だと思います。 

    話が戻りますが、議論を尽くして結論をみたと受け止めているわけです

が、この点については議論の賛否ではなく、結論をみたということはご了

解いただけないでしょうか。 

  ○藤田委員 

    すみません、何を認めるのかもう一度教えていただけますか。 

  ○細田会長代理 
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    異議申出を受けて今まで本審、専門部会で審議してきたことを変更する

のではなく、異議申出を受けてもこれまでの審議による議論を尽くした結

果を維持すると言いますか、これまでの審議で結論が出たということを確

認したいということです。 

  ○藤田委員 

    事実としてプラス３３円として決定されたということで、私どもの立場

からすると到底納得のできるものではありませんが、審議をした事実とい

うのは認めます。ただ、きちんと議論をした結果こうなったとまでは私ど

もは認めることはできません。 

  ○熊谷委員 

    藤田委員とは違う意見になってしまうかもしれませんが、今回の審議に

関しては、議論を尽くしたけれどもやはり平行線だったので最終的に公益

委員の意見を出してもらって賛否をとって３３円で決定したということは

理解します。ただ、「議論を尽くしているのだからこの答申どおりで良い

ですね」というのは、公益委員の見解としてそういうお話をいただいたの

は分かりますが、タクシー協会の異議申出を無視する、あるいはほかの３

団体からの異議申出を無視して、「これで良いですね」ということに関し

て理解したかということは、賛否をこれから問うことであって、議論を尽

くしているということにはならないのではないかと私は思います。ただ、

先ほど佐々木委員から、「いろいろあるけれども、その中で決まったこと

なので原答申のどおりで良いのではないか」という話がありましたし、私

と藤田委員等々の話では、現状はこうなので、３３円に決まったときと思

いは変わっていないということです。タクシー協会が言っていることは当

然だと思いますので、使用者側としてみれば、それを飲んでまで原答申ど

おり決定するとなると、それに賛成するかと言われると、私自身は賛成し

ないということです。先にこのようなことを言って良いのか分かりません

が、問われているところが微妙なお話なのでどう答えて良いのか悩んだと

ころです。 

  ○杭田委員 

    異議審の理解についてですが、本審で結論をみて答申しております。こ

れについて異議申出の期間を設けて異議が出てきたということで、タクシ

ー協会については本当に厳しいという事情がよく分かります。この件につ

いては参考人意見聴取ということで参考人の意見も伺って、そこでタクシ

ー業界の事情についてはかなり出ていたと思います。この異議審というこ

とに関してですが、異議申出で指摘されていたような事項を全く考慮、議

論してこなかったのであれば再考の余地があるのではないかと思いますが、



 

8 

 

そのあたりも踏まえて、そこから先は立場や見解が分かれた中での結論の

取り方で使用者側が反対だったわけですが、このような異議申出が出てき

て、新たに検討すべき事項が出てきた場合は再審議が必要になると思いま

すが、そこが出てきているのかどうか、それで再審議が必要になるのかど

うか、というこの１点だと思います。受止めについて認めなかったものを

認めることになるとかそういうことではなく、審議の進行として再検討し

なければならないような状況になっているのかということで、なっていな

いのであれば本審の結論どおりお認めいただくということだと思います。

議論の進め方の趣旨はそういうことだと思います。 

  ○細田会長代理 

    説明の仕方がまずかったかもしれませんが、杭田委員がおっしゃったと

おりで、全く新しい論点が出てきて、それについて今まで検討してこなか

ったということで審議すべきだというものが出てくれば必要ということに

もなりますが、タクシー業界に限らず、これまでの議論、審議で違う業界

の使用者側のこういった厳しい状況も労使ともに状況を提起してもらいな

がら、それを踏まえて議論して出した結果だと考えていますので、またこ

こで異議申出を受けまして審議をし直すものではないと公益側としては考

えています。 

  ○熊谷委員 

    公益委員の立場としての考えであるということで、細田会長代理がおっ

しゃったことは理解しましたし、杭田委員がおっしゃったことも理解はし

ました。また、労働者側からのお話しもありましたが、それを全部含めて

再審議する必要があるかどうかについて、理解いただけますかと言われて

も、このあとの採決が必要なくなることを意図しているような気がします

ので、公益委員は公益委員としての考えをお話しして、必要があるかどう

かを問うていただいたほうがよろしいのではないかと思います。そうでな

いと、「ご理解いただけますか」と言われると、私としては理解しがたい

ところが正直ありますし、例えば今回のタクシー業界に関しても廃業は必

至であるという状況もありますので、厳しいという全体的な議論はしてい

ましたが、業種別、業界別にこうした議論をしたわけでもないですし、果

たしてそれの是非がどうなのかということを議論したわけでもありません

ので、細かいことをいうと、新たなものが出ていないかというと出ている

ものもあると思います。大枠の中では議論していましたが、こういった細

かい点については審議していないこともあると思いますので、それをもっ

て公益側が言ったとおり「理解していただけますか」と言われても「はい」

とは言えないので、公益委員の見解をお話ししていただいて、あとは採決
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に入っていただければ、すっきりするのではないかと感じております。 

  ○細田会長代理 

    皆さんの判断を縛るようなことを意図しての発言ではありませんので、

そういうふうに聞こえてしまったとすれば、それは本意ではありません。

単に議論の進め方の話で、このあとの賛否の判断に同意を求めるものでは

ありませんので、その部分は撤回します。 

    それでは、タクシー協会等の意見も踏まえたうえで改めて確認しますが、

「原答申どおりに決定することが適当か否か」の採決に進んでよろしいで

しょうか。 

（異議等はなかった。） 

<採決> 

○細田会長代理 

    それでは、「原答申どおりに決定することが適当であるか否かについて」

採決を行います。 

<採決結果> 

挙手による採決が行われ、「原答申どおり決定することが適当である」こ

とに、賛成６名（公益代表委員３名、労働者代表委員３名）、反対４名（使

用者代表委員４名）で、原答申（８月２３日答申）どおり決定することが適

当であることが議決された。 

○細田会長代理 

    それではこの結果について岩手労働局長に答申したいと思いますので、

事務局は答申の準備をお願いします。 

<答申> 

細田会長代理が、岩手地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出に

ついて答申文を読み上げ、局長事務代理命大橋総務部長に答申文が手交さ

れた（最低賃金法第１２条（地域別最低賃金の改正等））。 

  〇局長事務代理命大橋総務部長 

    ありがとうございます。 

    答申に基づき、速やかに法定手続きを進めてまいります。 

 

（２）特別小委員会における審議結果報告について 

（３）特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（審議、採決及

び答申） 

○細田会長代理 

次に、議題（２）「特別小委員会における審議結果報告について」及び議

題（３）「特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（審議、
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採決及び答申）」を一括で審議します。 

初めに特別小委員会の審議結果について、杭田委員長から報告をお願い

します。 

<特別小委員会における審議結果報告について> 

○杭田委員長 

昨日の特別小委員会にご出席された委員の皆様、お疲れさまでした。特

別小委員会は、９月７日、公益代表委員３名、労働者代表委員３名、使用

者代表委員３名が出席し、本審から付託された「５産業の特定（産業別）

最低賃金改正決定の必要性の有無」について審議を行ったものです。 

審議結果につきましては、写しを配付していますので、ポイント部分を

読み上げ説明とさせていただきます。事務局が代読します。 

  〇事務局 

    代読します。 

  （事務局から、特別小委員会審議結果のポイント部分が読み上げられた。） 

また、特別小委員会には、本日の審議資料№６を資料として提出してい

ますので、資料№６「令和４年度最低賃金に関する基礎調査結果」につい

て、概要を説明させていただきます。 

（事務局から、基礎調査結果の概要が説明された。） 

〇細田会長代理 

杭田委員長から、特別小委員会の審議結果について、事務局の代読によ

る報告がありました。特別小委員会の皆様には、真摯な審議を尽くしてい

ただきありがとうございました。 

それでは、特別小委員会の審議結果について、委員の皆様からご質問、

ご意見等がありましたらご発言をお願いします。 

<特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について> 

<審議：質問、意見等> 

（質問、意見等はなかった。） 

<採決> 

    〇細田会長代理 

    それでは、質問、意見等もこれまでに出尽くしたということですので、

岩手地方最低賃金審議会としての意見を取りまとめたいと思います。 

    最初に申し上げておきますが、特定（産業別）最低賃金の改正決定の必

要性の有無については、必要性有りとする場合であっても、必要性なしと

する場合であっても、全会一致の議決が原則とされており、全会一致とな

らなかった場合は、「全会一致に至らなかったので、必要性有りとはする

ことができなかった」旨岩手労働局長に答申することになります。 



 

11 

 

それでは、各申出産業の改正決定の必要性の有無について、各委員の判

断を挙手により確認します。 

   <採決結果> 

「鉄鋼業・金属線製品、その他の金属製品製造業」については、全会一

致で必要性有りと議決された。 

「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」については、全会一

致で必要性有りと議決された。 

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製

造業」については、全会一致で必要性有りと議決された。 

「百貨店，総合スーパー」については、労働者側委員全員賛成、使用者

側委員全員反対で、必要性有りとすることはできないと議決された。 

「自動車小売業」については、全会一致で必要性有りと議決された。 

  〇細田会長代理 

    以上の結果を岩手労働局長に答申したいと思います。 

事務局は答申の準備をお願いします。 

<答申> 

細田会長代理が、特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無につ

いて答申文を読み上げ、局長事務代理命大橋総務部長に答申文が手交され

た（最低賃金法第１２条（地域別最低賃金の改正等））。 

 

（４）特定（産業別）最低賃金の改正決定について（諮問） 

  〇細田会長代理 

それでは、議題（４）「特定（産業別）最低賃金の改正決定について（諮

問）」に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

ただ今、改正決定の必要性有りと答申を頂きました産業について、特定

（産業別）最低賃金の改正決定について、岩手地方最低賃金審議会に諮問

させていただきたいと思います。 

  ○細田会長代理 

諮問をお受けします。 

<諮問> 

局長事務代理命大橋総務部長が、岩手地方最低賃金審議会から改正決定

の必要性有りと答申された４産業の特定（産業別）最低賃金の改正決定に

ついて諮問文を読み上げ、細田会長代理に諮問文が手交された（最低賃金

法第１５条２項（特定最低賃金の決定等））。 
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  〇細田会長代理 

    岩手地方最低賃金審議会は、岩手労働局長から、「岩手県特定（産業別）

最低賃金の改正決定について」諮問をお受けしたことを確認します。よろ

しいですね。 

 

（５）特定（産業別）最低賃金専門部会の設置及び委員の推薦について 

  ○細田会長代理 

それでは、議題（５）「特定（産業別）最低賃金専門部会の設置及び委

員の推薦について」に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

  ○事務局 

一つ目は、専門部会の設置についてです。最低賃金法第２５条２項で、

「最低賃金審議会は、最低賃金の改正等について調査審議を求められたと

きは、専門部会を置かなければならない」と定められています。また、最

低賃金審議会令第６条１項で、「審議会に置かれる専門部会の委員の数は

９人以内とする」と定められており、専門部会は公・労・使各３人の合計

９人で構成しています。 

専門部会委員の任命につきましては、最低賃金審議会令第６条４項で、

「関係労働組合又は関係使用者団体に候補者の推薦を求めなければなら

ない」と定められており、相当期間を定めて推薦公示を行っています。今

年度の推薦公示締切日は、９月２２日（木）を予定しており、辞令は、９

月２８日（水）に口座振込依頼書、マイナンバー確認様式などと一緒に郵

送させていただく予定としたいと考えています。 

二つ目は、第１回専門部会についてです。例年どおり、第１回専門部会

を合同専門部会として１０月７日（金）午前１０時から開催したいと考え

ています。 

このことについて、岩手地方最低賃金審議会の了承を得たいと思います。 

三つ目は、参考人意見聴取についてです。参考人意見聴取も、専門部会

委員候補者の推薦公示と同様に諮問を受けると同時に意見聴取公示を行

います。意見提出の締切日は、９月２９日（木）を予定しています。 

参考人意見聴取は、例年、労使双方各１名から提出された意見書を、事

務局が、第２回専門部会で読み上げる形で実施しています。 

今年度も同様の形で実施し、意見書の書式には「事業所最低賃金額の割

合」の記載項目がありますが、この金額を最新の最低賃金額に修正して使

用したいと考えています。 

このことについて、岩手地方最低賃金審議会の了承を得たいと思います。 
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  〇細田会長代理 

事務局から「専門部会の設置」について説明がありましたが、これは法

令で定められていることでありますので審議するものではありません。事

務局は、本審議会終了後、速やかに専門部会委員の推薦公示手続きをお願

いします。 

次に、第１回専門部会を合同専門部会とすること、参考人意見聴取を労

使双方各１名とし、意見書を事務局が読み上げる形で実施することについ

て、岩手地方最低賃金審議会の承認を求めていますが、承認してよろしい

でしょうか。 

<合同専門部会について> 

事務局の提案が承認された。 

<参考人意見聴取について> 

 事務局の提案が承認された。 

 

（６）その他 

  〇細田会長代理 

次に、議題（６）「その他」に入ります。 

事務局に何か用意している議題はありますか。 

   ○事務局 

    ２点あります。 

１点目は、今後の審議日程についてです。 

特定最低賃金の合同専門部会は１０月７日（金）午前１０時から開催予

定であることは先ほど説明したとおりです。 

また、当初計画では、第６回本審は１０月２８日（金）に、第７回本審

は１１月１５日（火）に開催予定としていましたが、先月各委員の日程を

確認したところ、既に予定があり出席できない委員が複数いること、また

地域別最低賃金の審議日程が後ろにずれ込んだことから、審議日程を見直

し、変更したいと考えています。 

第６回本審は１１月１日（火）午後３時、第７回本審は１１月１８日（金）

午前１０時に開催したいと考えています。委員が全員揃う日がありません

でしたので、なるべく多くの委員が出席できる日時を選んでいますので、

御了承願います。 

また、特定最低賃金の専門部会は、特定最低賃金委員の日程を把握した

上で、１０月７日（金）の合同専門部会以降、１１月１日（火）の第６回

本審までの間に開催したいと考えています。 

地域別最低賃金の発効日が後ろにずれ込みましたが、特定最低賃金の発
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効日はなるべく後ろにずれ込まないよう審議日程を組みたいと考えてい

ます。先ほど提案した審議日程が組めますと特定最低賃金の発効日は１２

月３１日（土）または１月１日（日）となる予定です。 

なお、審議の進行状況等により各日程の変更の必要が生じる場合があり

ますので、あらかじめ御了承願います。 

２点目は、業務改善助成金についてです。 

机上配布資料のリーフレットをご覧ください。事業場内で最も低い賃金

（事業場内最低賃金）を引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事

業者等に費用の一部を助成する業務改善助成金が９月１日付けで拡充さ

れました。 

主な拡充内容としては、通常コースにおいては原材料費高騰等で利益が

減少した事業者を特例の対象事業者に追加し、特例で助成対象経費となる

自動車の要件を「定員７人以上または車両本体価格２００万円以下」に緩

和するとともに、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率を引上げ

る等の拡充を行っています。 

また、特例コースにおいては申請期限を令和５年１月３１日まで、賃上

げ期間を令和４年１２月３１日までに延長し、原材料費高騰等で著しく利

益が減少した事業者を対象事業者に追加するとともに、通常コースと同様

の自動車の要件緩和、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率引上

げ等の拡充を行っています。 

なお、本制度の周知、活用促進のため、数日内に新型コロナウイルス感

染症の影響が大きいと思われる業種（卸小売業、宿泊飲食業、生活関連サ

ービス業、製造業）の中小企業事業主、地方公共団体、労働組合、使用者

団体、業界団体等にリーフレット等を郵送し周知を図る予定であることを

報告します。 

  〇細田会長代理 

委員の皆様から何かあればご発言をお願いします。 

 ○原委員 

    今回の関係ではないのですが、考えていただきたいのが、毎年改正に関

わる異議審の中でタクシー協会から異議申出が来ています。もし可能であ

れば意見聴取のところでタクシー協会からいただいたほうが良いのではな

いかと思います。今回労働者側からタクシーの関係で意見聴取を行いまし

たが、毎年このようにあるのであれば、最初からタクシー業界を踏まえた

審議をしたほうが良いのではないかと考えます。 

  ○細田会長代理 

    これについてご意見はありますか。 
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 ○藤田委員 

    原委員からご提案あった件ですが、即答はなかなか難しいかと思います。

審議の効率性とかを考えるのであれば非常に有効なツールであると考えま

すが、これを今ここで決めるとなると、ほかとのバランスがありますから、

この場で回答することはできかねることをご了承ください。 

  ○細田会長代理 

    趣旨がわかる部分はありますので、来年度の審議に向けて今回このよう

な発言があったことを残して、検討していくということでよろしいでしょ

うか。 

  ○瀬川委員 

    これは事務局にお願いも含めてですが、これから特定最低賃金の審議、

検討を進めるに当たって考えていかなければならないのが、そもそも特定

最低賃金そのものがどうかという問題はありますが、それは置いておいて、

今日決まった内容に沿って４産業の審議をしていく中で、コロナ禍もそう

ですが、今朝の新聞にもあるとおり、円安が一気に進んだり、今年の９月、

１０月でかなり物価上昇し、大幅に経済が変動していくという中で、今日

も最新のデータの差し替えの準備をしていただいていますが、かなり慎重

に先行きも見ながら考えていかなくてはならないと思います。最新データ

といってもどうしても１か月前などのデータになると思いますし、そのへ

んは将来的な見極めを含め、今回審議する産業の中には岩手県の経済を引

っ張るリーディング産業も入っておりますし、そういう中で今後の審議を

やれる体制を整えなければならないと思います。特に中小企業の支払能力

という点で、まだまだものづくり産業に関して言うと、岩手県は成熟して

おらず、成長過程の途上にある状況です。さらに県内の中小企業が、その

業種だけをやっているわけではなく、複合形態ですから、例えば電子デバ

イスもやっているし、自動車もやり、機械の加工もやっているというよう

な中小企業が大量にあるので、そういったところで審議をしていくわけで

す。ましてやそういう企業で働いている人たちは未組織労働者が非常に多

いです。そういうところを踏まえて、ある程度審議を尽くしていくために

は、データ集めや、公的データだけでは判断できないといった場合にはい

ろいろな手を尽くして資料なり状況がわかるものを揃える必要があると思

いますので、非常に事務局にはご迷惑をおかけしますが、これまで以上に

細心の注意とご努力をお願いしたいと思います。 

  ○細田会長代理 

    これは事務局への要望だということですので、できるだけ対応をお願い

します。 
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  ○佐々木委員 

    今日の議論もいろいろありましたが、これをもって特定最低賃金の審議

に入るということです。前回もお話ししたとおり、労働者側としては本来

であれば５業種揃って審議に入ることが本意でありました。百貨店,総合ス

ーパーが４年連続で必要性なしとなったことは残念な結果であります。 

皆さんが考えているとおり、企業も努力していますし、労働者も努力し

ているということを含め、物価上昇等々もあるとは思いますが、岩手県内

で働く皆さんの生活の安定ということも考えながら進めていくうえでは、

特定最低賃金の審議においてしっかりと労使のイニシアチブを発揮した

審議で進めていただければと思います。 

  ○藤田委員 

    私どももいろいろと意見を述べさせていただきました。結果は結果とし

て当然のごとく厳粛に受け止めています。 

    これから特定最低賃金の審議が行われるわけですが、私どもが常々主張

しているとおりですので、蒸し返すことはしませんが、資料にもあるとお

り、具体的な金額設定のときは、その影響率や分布の構成とかをよく見て

いただいた審議を期待するものであります。 

  ○細田会長代理 

    ほかになければこれで議事を終了します。 

 

 


